
スキル評価制度検討プロジェクトチーム設置要綱 

 

（設置の目的） 

第１条 スキル評価制度の見直しにあたり、必要な事項を検討するため、スキル評価制度検討プロジェクトチーム（以下「Ｐ

Ｔ」という。）を設置する。 

 

（構成） 

第２条 ＰＴは、次の職員により構成する。 

（１）チームリーダーは総務課副課長とし、ＰＴの業務を統括する。 

（２）ＰＴ員は原則として主査級以下の職員とし、別表１に掲げる所属から推薦された職員により構成する。 

 

（検討事項） 

第３条 ＰＴは次の事項を検討する。 

（１）別紙の「スキル評価シートに係る今年度見直し方針について」に記載のある、①指標の改善及び②仕組みの改善、

③入力方法の効率化の各項目に関する検討 

（２）スキル評価制度に係る検討 

（３）その他チームリーダーが必要と認める事項 

 

（関係者の出席） 

第４条 チームリーダーは、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。 

 

（設置期間） 

第５条 ＰＴの設置期間は、令和８年３月末日までとする。 



 

（ＰＴ員の任期） 

第６条 ＰＴの任期は令和８年３月末日までとし、人事異動等があった場合は、同じ所属から別の職員を推薦する。 

 

（庶務） 

第７条 ＰＴの庶務は、総務課が行う。 

 

（その他） 

第８条 ＰＴの運営に必要な事項はチームリーダーが定める。 

 

（別表１）スキル評価制度検討プロジェクトチーム員 

総務課 設備職、化学職 

水道企画課 土木職 

水道管理課 化学職 

大久保浄水場 設備職・土木職 

庄和浄水場 土木職・化学職 

行田浄水場  設備職・土木職 

新三郷浄水場 土木職・化学職 

吉見浄水場 土木職・化学職 

水質管理センター 化学職 

水道整備事務所 設備職または土木職 

 


